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はじめに 

農業集落排水施設は、農業用水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村の生活
環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、
生活雑排水等の汚水、汚泥又は雨水を処理するものです。また、処理水の農業用水への再利
用、発生汚泥の農地還元を通じて、農業の特質を生かした環境への負荷の少ない循環型社会
の構築に資するものです。重要な農村インフラとして、平成初期を中心に整備が進み、現在
では全国約 4,800地区で稼働しています。 

近年は、施設の老朽化の進行、処理区域内の人口減少、厳しい地方財政、公営企業会計の
適用等、農業集落排水施設を取り巻く社会情勢は大きく変化しており、施設管理者の維持管
理に係る負担が増加しています。 
また、施設管理者である市町村においては、財政的制約や農業集落排水施設担当職員の減

少、技術系職員不足などにより、社会情勢の変化や新たな技術の開発に対応することが難し
い状況になっています。 

このため、農林水産省では、令和３年度に補助事業として「農村整備事業」を創設し、こ
れまでストックマネジメント計画として策定されてきた「最適整備構想」に加えて、新たに
「維持管理適正化計画」の策定を導入したところです。 
「維持管理適正化計画」は、維持管理の効率化・適正化の推進を目的として、施設の再編・

集約、施設規模・処理方式の適正化、省エネルギー技術や ICT などの新技術等の導入等の
取組を検討し、地域のニーズを反映して取りまとめ、農業集落排水施設の持続的な経営の実
現を図るものです。 

こういった状況の下、有識者で構成される農業集落排水施設維持管理効率化検討委員会
を設置し、各委員の専門的見地からの指導・助言を受けて、施設管理者における維持管理適
正化計画策定を支援するための参考資料として「農業集落排水施設維持管理適正化計画作
成の手引き（案）」を作成しました。 
本手引き（案）が、農業集落排水施設を管理する市町村等の円滑な施設の運営と適切な更

新整備の推進の一助となることを期待いたします。 

令和４年６月 



用語集 

本手引きに用いる用語については、以下のとおりとする。 

用 語 説 明 

要綱 農村整備事業実施要綱（令和３年４月１日付け２農振第2736号 
農林水産事務次官依命通知） 

要領 農村整備事業実施要領（令和３年４月１日付け２農振第2737号 
農林水産省農村振興局長） 

維持管理適正化計画 既設の農業集落排水施設の調査結果を基に施設の再編・集約、施設
規模又は汚水処理方式の適正化、省エネルギー技術導入等の維持
管理適正化対策を取りまとめたもの。（要領別紙１第２の２（６）） 

最適整備構想 既設の農業集落排水施設の機能診断調査結果を基に必要となる保
全対策等を市町村ごとに取りまとめたもの。（要領別紙１第２の２
（７）） 

集排再編計画 「農業集落排水施設再編計画作成の手引き（案）」（平成28年８月
農林水産省農村振興局整備部地域整備課）に基づき作成されたも
の。 

広域化・共同化計画 「広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂版）」（令和２年４月 
総務省、農林水産省、国土交通省、環境省に）基づき作成されたも
の。 

都道府県・市町村の
汚水処理構想 

「持続可能な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マ
ニュアル」（平成26年１月 農林水産省、国土交通省、環境省）に
基づき作成されたもの。

資源循環促進計画 農業集落排水汚泥等の現状、再生資源化の計画及び利用促進の計
画・方策、農業集落排水処理水の循環促進に関する考え方等を定め
た計画。 

集排施設管理者 浄化槽法第７条1項における浄化槽管理者で、農業集落排水施設の
管理について権限を有する者（市町村）。 

保守点検業者 集排施設管理者から委託され、浄化槽として位置付けられる農業
集落排水施設の保守点検に従事する者。 
なお、浄化槽の保守点検は、条例で都道府県知事（保健所を設置す
る市にあっては市長）の登録を受けた者、又は条例がない場合には
浄化槽管理士に委託できることとなっている。 



用 語 説 明 

維持管理 施設の保守点検、清掃、法定検査、運転監視を行うもの。 

効率化 施設の維持管理において、労⼒や資源の無駄を低減すること。 

適正化 計画や現状に対して、あるべき状態に改善・修正すること。 

地区（計画処理区
域） 

農業集落排水事業計画の単位。又は処理区の集まり。 

処理区 汚水の計画処理区域を処理系統別に区分したもの。 
維持管理適正化計画は、処理区ごとに作成する。 

農業集落排水施設
（集排施設） 

汚水処理施設、管路施設、雨水排水施設、資源循環施設で構成す
る。（農業集落排水施設設計指針） 

※維持管理適正化計画においては、主に汚水処理施設を検討の対
象とする。（一部、省エネルギー技術や遠方監視システムの導入
の検討において、管路施設及び資源循環施設を検討の対象とす
る。）

汚水処理施設 汚水の処理及び汚泥の分解、安定化、減量化等を行う処理水槽とそ
の機械設備、並びに建屋、電気設備、安全衛生設備、場内整備設備
等で構成する。（農業集落排水施設設計指針） 

管路施設 管路及び付帯施設並びに特殊構造物で構成する。（農業集落排水施
設設計指針） 

更新整備 老朽化等により施設が本来有していた機能が低下したり、施設を
取り巻く条件等の変化により、現状の機能では不足が生じるよう
な場合に、本来の機能に回復又はそれ以上の機能に強化、若しくは
新たな機能を付加するために行われるもの。 

新築 施設又は設備を全面的に廃用し、新設すること。 

増築 施設又は設備を存続し、不足施設を新設すること。 

農業集落排水施設（広義） 

汚水処理施設 管路施設 

農業集落排水施設（狭義） 雨水排水施設 資源循環施設 



用 語 説 明 

改築 施設又は設備の一部を廃用し、代替機能に活用する、又は代替部を
新設すること。 

切替改築 「改築」の中でも、処理方式を切り替えること。生物膜法から浮遊
生物法への切り替えや高度処理への切り替えなどがある。 

改修 施設又は設備の廃用はないものの、大規模な補修で通常の維持管
理の範疇を超えるもの。 

補修 主に施設又は設備の耐久性を回復又は向上させるために行う修復
行為であり、施設又は設備の廃用部を伴わないものである。通常、
改修と区分するため、維持管理の範疇で行うものに限る場合が多
い。 
※耐久性（構造物の性能低下の経時変化に対する抵抗性能）



１．維持管理適正化計画の概要 

１－１．農業集落排水施設の目的と現状 
 農村地域では、農業用用排水路が生活排水の受入れ先となっており、食の安全・安心の
確保、農業生産の安定のために、農業用水の水質改善のため汚水処理施設の整備が不可欠
である。これに加えて、公共用水域の水質保全、農村生活環境の改善、汚泥・処理水の循
環利用を目的に、農業集落排水施設（以下、「集排施設」という。）の整備を実施している
ところである。 

 

 
 
 
 
 

 
 

図１－１．集排施設の目標とイメージ  

写真１－１．生活排水の 
農業用用排水路への流入 

写真１－２．集排施設の整備による農
業用水としての処理水の循環利用 

汚泥の循環利用 

汚泥を原料とした液肥の農地散布 
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農業集落排水は、農業集落の形態に適した小規模集合処理方式の汚水処理システムで
あり（図１－２）、令和２年度末現在、全国約 900 市町村で約 4,800施設が供用（処理人
口約 306 万人）されている。 

図１－２．小規模集合処理方式のイメージ 

１－２．集排施設を取り巻く課題 
集排施設は、供用開始から 20 年以上経過した地区が年々増加しており（図１－３）、施

設の老朽化が進行している。また、処理区域内の人口減少等に伴い施設運営が厳しくなっ
ている（図１－４）ほか、市町村における財政的要因、組織合理化による集排担当職員の
減少、技術系職員不足（図１－５）が深刻化している。 
このため、集排施設の適切な運転や更新整備については、技術系職員不在で改修・改築

の必要性が判断できない市町村も見受けられる。 

汚泥の農地還元 

処理水の再利用（循環利用） 
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図１－３．新規整備及び更新地区数の推移 

 

 
図１－４．集排の経費回収率（維持管理費）が 100％である市町村の割合 

 
 

 
図１－５．１市町村における集排担当技術系職員数 
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